四万十市成年後見制度親族申立て支援及び後見人等利用支援助成金交付要綱

平成23年６月21日

告示第73号

（趣旨）
第１条　この告示は、高齢者及び障害者の親族が家庭裁判所に対して行う後見開始、保佐開始及び補助開始等の審判の申立て（以下「親族申立て」という。）に要する費用を負担することが困難な者や、家庭裁判所によって選任された親族（民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族）ではない第三者による後見人、保佐人又は補助人及び後見監督人、保佐監督人、補助監督人又は任意後見監督人（以下「後見人等」という。）に対して四万十市成年後見制度親族申立て支援及び後見人等利用支援助成金（以下「助成金」という。）を交付することについて、四万十市補助金等交付規則（平成17年四万十市規則第35号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（助成対象者）
第２条　助成金の交付の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 親族申立てに要する費用を負担することが困難な者に対する支援（以下「親族申立て支援」という。）の対象者は、四万十市長による後見開始等の審判請求手続要綱（平成21年四万十市告示第３号）第２条の規定（同条第２項第３号を除く）に該当する者（以下「被後見人等」という。）の親族で、他に親族申立てをする者がいないため、やむを得ず親族申立てを行う者のうち親族申立てに要する費用を負担することが困難な四親等内の親族（以下「四親等内親族」という。）とする。
(2) 後見人等に対する支援（以下「後見人等利用支援」という。）の対象者は、被後見人等の後見人等に対して家庭裁判所が決定した報酬付与額の月額が、別表１に掲げる助成対象者区分の助成限度額未満である者とする。

（助成対象経費）
第３条　親族申立て支援の助成対象の経費は、親族等申立てに要する費用の全部又は一部とする。
２　後見人等利用支援の助成対象の経費は、別表１に掲げる助成対象者区分に応じた助成限度額とする。

（助成金額）
第４条　親族申立て支援における助成金の額は、別表１に掲げる助成区分と助成対象者区分に応じて、実際にかかった経費について当該表に掲げる額を上限とし、予算の範囲内において、市長が認める額とする。
２　後見人等利用支援における助成金の額は、親族ではない第三者による後見人等に対して家庭裁判所が決定した報酬付与額と、別表１に掲げる助成対象者区分の助成限度額との差額とする。ただし、被後見人等が第２条に掲げる助成対象ではない期間を含む月の後見人等への報酬については、助成対象期間のみの日割り（100円未満切り捨て）で助成額を算定する。
（助成金の申請受理可能期間）
第５条　後見人等利用支援における助成金の申請受理可能期間は、家庭裁判所の報酬付与審判の日の翌日から起算して１年以内とする。
（助成金の交付申請等に係る様式）
第６条  規則第20条の規定により規則に定める手続等に係る様式について、この補助金の手続等用いる様式については、別表２に掲げるとおりとする。

（変更報告等）
第７条　助成対象者は、申請事項に変更があったとき又は第２条に規定する要件に該当しなくなったときは、規則第８条第１項に規定する補助事業等の変更申請書及び添付書類に替えて、速やかに資産及び後見等状況変更報告書（様式第５号）により、市長に報告しなければならない。

（助成金の交付決定の取消し）
第８条　市長は、親族申立て支援助成対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 他に親族申立てをする者が現れた場合
(2) 資産状況の回復等によって助成金を交付する必要がなくなったと認められる場合
(3) 前２号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適当と認められる場合
２　市長は、後見人等利用支援助成対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 家庭裁判所が決定した報酬付与に変更があった場合
(2) 前号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適当と認められる場合
３　市長は、第１項の規定による取消しをしたときは、成年後見制度親族申立て支援助成金交付決定取消通知書（様式第６号） により、第２項の規定による取消しをしたときは、成年後見制度後見人等利用支援助成金交付決定取消通知書（様式第７号）により、助成対象者に通知するものとする。

（関係書類の整備保管）
第９条　助成対象者は、助成金の交付に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、助成金の交付を受けることがなくなった日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間整備保管しなければならない。

（その他）
第10条　この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　　
附　則
（施行期日）
１　この告示は、公布の日から施行する。
　（四万十市成年後見制度利用支援助成金交付要綱の廃止）
２　四万十市成年後見制度利用支援助成金交付要綱（平成21年四万十市告示第４号）は、廃止する。
附　則（令和３年４月１日告示第38の３号）

　この告示は、公布の日から施行する。
附　則（令和５年４月１日告示第54の８号）

　この告示は、公布の日から施行する。
附　則（令和６年４月１日告示第50の14号）

　この告示は、公布の日から施行する。
附　則（令和７年11月21日告示第102号）

　この告示は、公布の日から施行する。
別表１（第４条関係）
	助成区分
	助成対象者区分
	助成限度額

	親族申立て支援
	生活保護費受給者又は世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者
	200,000円

	
	世帯全員が市民税非課税で合計所得金額及び課税年金収入額が80万円以下の者
	150,000円

	
	世帯全員が市民税非課税で上記助成対象者以外の者
	100,000円

	後見人等利用支援
	在宅者の後見人、保佐人、補助人
	月額28,000円

	
	在宅以外の者の後見人、保佐人、補助人
	月額18,000円

	
	後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人
	月額14,000円


別表２（第６条関係）

	規則に規定する申請等
	助成区分
	当該補助制度で用いる様式

	規則第３条に規定する補助金等交付申請書
	親族申立て支援
	成年後見制度親族申立て支援助成金交付申請書（様式第１-１号）

	
	後見等利用支援
	成年後見制度後見人等利用支援助成金交付申請書（様式第１-２号）

	規則第６条に規定する補助金等交付決定通知書
	親族申立て支援
	成年後見制度親族申立て支援助成金交付・却下決定通知書（様式第２-１号）

	
	後見等利用支援
	成年後見制度後見人等利用支援助成金交付・却下決定通知書（様式第２-２号）

	規則第13条に規定する補助事業等実績報告書
	親族申立て支援
	成年後見制度親族申立て支援助成事業完了報告書（様式第３号）

	規則第16条の規定による補助金等交付請求書
	親族申立て支援
	成年後見制度親族申立て支援助成金請求書（様式第４-１号）

	
	後見等利用支援
	成年後見制度後見人等利用支援助成金請求書（様式第４-２号）


注）上記規則に規定する申請等の欄に記載している書類については、その添付書類を含むものとする。
様式第１-１号（第６条関係）

成年後見制度親族申立て支援助成金交付申請書
四万十市長　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

四万十市成年後見制度親族申立て支援助成金の交付を受けたいので、四万十市成年後見制度親族申立て支援及び後見人等利用支援助成金交付要綱に基づき、下記のとおり申請します。

また、必要があるときは、市が資産の状況等について調査を行うことに同意します。

	被後見人等
	ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名
	
	　　　年　　月　　日生

	
	
	
	

	
	
	
	続柄
	

	
	住所

(居所)
	〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　（　　　）　　　　　　

	申　請　額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	（本人・四親等内の親族）

申請者の状況
	１．生活保護受給者又は世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者

2． 世帯全員が市民税非課税で合計所得金額及び課税年金収入額が80万円以下の者

３．世帯全員が市民税非課税で上記助成対象者以外の者

	
	申請者の家族収入
	氏　　名
	続　柄
	所得又は年金収入（円）
	備　考

	
	
	
	（申請者）
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	添付書類

□申請者以外の四親等内親族が成年後見制度親族申立てを行わない旨の申立書（別紙のとおり）

　　□申請額見積書等その他経費の見込まれるもの

□助成対象者及び被後見人等の戸籍謄本

□助成対象者の市民税課税証明書
□助成対象者の収入の分かるもの




別紙

申　立　書

　　私、　　　　　は、(続柄)　　　　　　　の家庭裁判所に対して行う後見開始、

保佐開始及び補助開始等の審判の申立てを行わないことを申し立てます。

　　　　年　　月　　日

　　四 万十 市 長　様

                            住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

続柄　　（　　　　　　　　　）
様式第１-２号（第６条関係）

　　年　　月　　日

成年後見制度後見人等利用支援助成金交付申請書

　

四万十市長　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

四万十市成年後見制度後見人等利用支援助成金の交付を受けたいので、四万十市成年後見制度親族申立て支援及び後見人等利用支援助成金交付要綱に基づき、下記のとおり申請します。

	被後見人等　　　
	ﾌﾘｶﾞﾅ氏名
	
	生年月日
	　　　年　　月　　日

	
	
	　　　　　　　　　　　　　　　
	
	

	
	住所（居所）
	〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　（　　　）　　　

	後見人等
	ﾌﾘｶﾞﾅ氏名
	
	生年月日
	　　　年　　月　　日

	
	
	　　　　　　　　　　　　　　　
	
	

	
	住所
	〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　（　　　）　　　　

	（１）申請の内容

　　　　後見人等の業務に対する報酬

　　　　　　　　　　　　円　　　期間　　　　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日分
（２）添付書類

· 成年後見に関する登記事項証明書

· 報酬付与の審判決定通知書（写し）

· 被後見人等の財産目録、収支状況報告書等

· その他被後見人等の収入と必要経費の分かるもの




様式第２-１号（第６条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　様

　　四万十市長　　　　　　　印　　　　

成年後見制度親族申立て支援助成金交付･却下決定等通知書

　　　　　年　　月　　日付で申請のありました、四万十市成年後見制度親族申立て支援助成金について、下記のとおり決定しましたので通知します。

記

　（申請者）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　年　　月　　日生）
　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（被後見人等）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　年　　月　　日生）
　　　　　　　　続柄　　　　　　
　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　□　交付決定（申請額より減額されている場合の減額理由は別紙のとおり）

　　　親族申立て支援助成金　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　

注１　偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずる事があります。

　２　被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに報告してください。

　□　却下決定

　　　却下理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

様式第２-２号（第６条関係）

　　　第　　　　　号
年　　月　　日

　様

　　四万十市長　　　　　　　印　　　　

成年後見制度後見人等利用支援助成金交付・却下決定等通知書

　　年　月　日付で申請のありました、四万十市成年後見制度後見人等利用支援助成金について、下記のとおり決定しましたので通知します。

記

　（被後見人等）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　年　　月　　日　生　）
　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（後見人等）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　 （　　年　　月　　日　　生　）
　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　☐　交付決定

　　　後見人等の業務に対する助成額　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　期　間　　　　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日分　
注１　偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずる事があります。

　２　被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに報告してください。

　☐　却下決定

　　　却下理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

様式第３号（第６条関係)
年　　月　　日　

成年後見制度親族申立て支援助成事業完了報告書

四万十市長　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　申請者　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　年　　月　　日付けで交付の決定を受けた四万十市成年後見制度親族申立て利用支援について、次のとおり完了したので報告します。

	被後見人等
	ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名
	
	電話
	

	
	
	　　　　　　
	
	

	
	住所

(居住)
	〒
                  　　　　

	後見人等
	ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名
	

	
	
	

	
	住所

(居住)
	〒


	
	登記番号
	

	添付書類

１ 後見人等が選任されたことを証する書類

２ その他、市長が必要と認める書類


様式第４-１号（第６条関係）

年　　月　　日　

成年後見制度親族申立て支援助成金請求書

四万十市長　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　申請者　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　
連絡先

　　　　　年　　月　　日付けで交付の決定を受けた四万十市成年後見制度親族申立て利用支援助成金について、次のとおり請求します。

	被後見人等
	ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名
	
	電話
	

	
	
	　　　　　　
	
	

	
	住所

(居住)
	〒      
 

	請求額
	　　　　　　　　　円


	添付書類

　１ 申立てに要した費用に関する書類

２ その他、市長が必要と認める書類


上記の金額を次の口座に振り込み願います。

	金融機関名
	
	支店名
	

	預金種目
	
	口座番号
	

	ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義人


	

	
	


※振込先は、申請者名義の口座となります。

様式第４-２号（第６条関係）

年　　月　　日　

成年後見制度後見人等利用支援助成金請求書

四万十市長　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　申請者　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　
連絡先
　　　年　月　日付けで交付の決定を受けた四万十市成年後見制度後見人等利用支援助成金について、次のとおり請求します。

	被後見人等
	ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名
	
	電話
	

	
	
	　　　　　　
	
	

	
	住所

（居住）
	〒      
                  　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

	請求額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　円


	備考
	


　

上記の金額を次の口座に振り込み願います。

	金融機関名
	
	支店名
	

	預金種目
	
	口座番号
	

	ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義人


	

	
	


※振込先は、後見人等名義の口座となります。

様式第５号（第７条関係）

年　　月　　日

資産及び後見等状況変更報告書

四万十市長　　　　　　様

　申請者　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　年　　月　　日付けで交付の決定を受けた四万十市成年後見制度利用支援助成金について、申請の内容が以下のとおり変更しましたので報告します。

	被後見人等
	ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名
	
	生年月日
	年   月   日

	
	
	
	
	

	
	住所

(居住)
	〒

電話　　　　（　　　）

	後見人等※
	ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名
	
	生年月日
	年   月   日

	
	
	
	
	

	
	住所

(居住)
	〒

電話　　　　（　　　）

	変更事項
	

	変更内容
	

	変更理由
	

	変更年月日
	年　　　　月　　　　　日


※四親等内親族への助成対象経費に係る場合は記入不要。

様式第６号（第８条関係）

第　　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

四万十市長　　　　　　　　　　印
成年後見制度親族申立て支援助成金交付決定取消通知書
　　　　　年　　月　　日付け第　　　号により交付決定した助成について、下記のとおり取消しましたので通知します。

記

	申請者
	ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名
	
	生年月日
	年   月   日

	
	
	
	
	

	
	住所

(居住)
	〒

	被後見人等
	ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名
	
	生年月日
	年   月   日

	
	
	
	
	

	
	住所

(居住)
	〒

	取消内容
	

	取消理由
	

	取消年月日
	年　　　　月　　　　　日


様式第７号（第８条関係）

第　　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

四万十市長　　　　　　　　　　印
成年後見制度後見人等利用支援助成金交付決定取消通知書 

　　　年　　月　　日付け第　　　号により交付決定した助成について、下記のとおり取消しましたので通知します。

記

	被後見人等
	ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名
	
	生年月日
	年   月   日

	
	
	
	
	

	
	住所

(居住)
	〒

電話　　　　（　　　）

	後見人等
	ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名
	
	生年月日
	年   月   日

	
	
	
	
	

	
	住所

(居住)
	〒

電話　　　　（　　　）

	取消内容
	

	取消理由
	

	取消年月日
	年　　　　月　　　　　日


PAGE  
2

